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(57)【要約】
【課題】主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体
基板と、主面側に第２素子が形成されてなる第２半導体
基板とが、互いの前記主面側を対向するようにして、貼
り合わされてなる半導体装置およびその製造方法であっ
て、前記貼り合わせによって第１素子と第２素子が密封
されると共に、３次元的に配置される前記第１素子と第
２素子に対して確実な配線接続がされてなる半導体装置
およびその製造方法を提供する。
【解決手段】第１半導体基板２０の裏面側から、該第１
半導体基板２０を貫通して、第２半導体基板３０の主面
側に形成された配線層Ｌ１，Ｌ２に達する貫通穴Ｔ１～
Ｔ４が形成され、側壁絶縁された貫通穴Ｔ１～Ｔ４内に
導電材４０が埋め込まれた取り出し配線層Ｖ１～Ｖ４が
形成されてなる半導体装置１００とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と、主面側に第２素子が形成されて
なる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対向するようにして、貼り合わされてなる
半導体装置であって、
　前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半導体基板を貫通して、前記第２半導体基板
の主面側に形成された配線層に達する貫通穴が形成され、
　側壁絶縁された前記貫通穴に導電材が埋め込まれた取り出し配線層が形成されてなるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１素子が、センサ素子であり、
　前記第２素子が、前記センサ素子の制御回路を構成する素子であることを特徴とする請
求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１半導体基板が、埋め込み酸化膜を有するＳＯＩ基板からなり、
　前記センサ素子が、
　前記埋め込み酸化膜の一部を犠牲層エッチングすることにより変位可能に形成された可
動電極と、前記可動電極と対向する固定電極とを有し、
　前記可動電極と前記固定電極の対向面間における空間を誘電体層とする静電容量が形成
され、
　前記可動電極が印加される力学量に応じて前記対向面に対して垂直方向に変位し、
　前記可動電極と固定電極の間の距離変化に伴う前記静電容量の変化を測定して前記印加
される力学量を検出する、
　力学量センサ素子であることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第２素子が、センサ素子であり、
　前記第１素子が、前記センサ素子の制御回路を構成する素子であることを特徴とする請
求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第２半導体基板が、埋め込み酸化膜を有するＳＯＩ基板からなり、
　前記センサ素子が、
　前記埋め込み酸化膜の一部を犠牲層エッチングすることにより変位可能に形成された可
動電極と、前記可動電極と対向する固定電極とを有し、
　前記可動電極と前記固定電極の対向面間における空間を誘電体層とする静電容量が形成
され、
　前記可動電極が印加される力学量に応じて前記対向面に対して垂直方向に変位し、
　前記可動電極と固定電極の間の距離変化に伴う前記静電容量の変化を測定して前記印加
される力学量を検出する、
　力学量センサ素子であることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記半導体装置が、赤外線の発光素子と受光素子とで構成されるセンサ装置であり、
　前記センサ素子が、前記発光素子と前記受光素子の少なくとも一方であることを特徴と
する請求項２または４に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記センサ素子が、イメージセンサ素子であることを特徴とする請求項２または４に記
載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２半導体基板の主面側に、異なる深さの配線層が形成されてなり、
　該異なる深さの配線層に対して、それぞれ、前記取り出し配線層が形成されてなること
を特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の半導体装置。
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【請求項９】
　前記第２半導体基板の主面側に、異なる深さの配線層が形成されてなり、
　前記主面側の浅い配線層に部分的に掛かるようにして、前記主面側の深い配線層に達す
る前記貫通穴が形成され、
　前記異なる深さの配線層に共通接続する前記取り出し配線層が形成されてなることを特
徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１半導体基板の主面側に、第２の配線層が形成されてなり、
　前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半導体基板を貫通して、前記第２の配線層に
達する第２の貫通穴が形成され、
　側壁絶縁された前記第２の貫通穴に導電材が埋め込まれた第２の取り出し配線層が形成
されてなることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１半導体基板の主面側に、第２の配線層が形成されてなり、
　前記第２の配線層に部分的に掛かるようにして、前記配線層に達する前記貫通穴が形成
され、
　前記第２の配線層と前記配線層に共通接続する前記取り出し配線層が形成されてなるこ
とを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記導電材が、金属または多結晶シリコンであることを特徴とする請求項１乃至１１の
いずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記導電材が、前記第１半導体基板の裏面側の表面に露出するように形成されてなり、
　該導電材に接続するバンプが形成されてなることを特徴とする請求項１乃至１２のいず
れか一項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記導電材が、前記第１半導体基板の裏面側の表面に露出するように形成されてなり、
　該導電材に、ワイヤがボンディングされてなることを特徴とする請求項１乃至１２のい
ずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と、主面側に第２素子が形成されて
なる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対向するようにして、貼り合わされてなり
、
　前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半導体基板を貫通して、前記第２半導体基板
の主面側に形成された配線層に達する貫通穴が形成され、
　側壁絶縁された前記貫通穴に導電材が埋め込まれた取り出し配線層が形成されてなる半
導体装置の製造方法であって、
　前記第１半導体基板を準備する第１半導体基板準備工程と、
　前記第２半導体基板を準備する第２半導体基板準備工程と、
　前記第１半導体基板と前記第２半導体基板を貼り合わせる基板貼り合わせ工程と、
　前記基板貼り合わせ工程の後において、エッチングにより前記貫通穴を形成する貫通穴
形成工程と、
　前記貫通穴を側壁絶縁した後、該貫通穴に導電材を埋め込んで取り出し配線層を形成す
る取り出し配線層形成工程とを有してなることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記半導体装置が、
　前記第２半導体基板の主面側に、異なる深さの配線層が形成されてなる半導体装置であ
って、
　前記貫通穴形成工程において、
　前記異なる深さの配線層に達するそれぞれの前記貫通穴を、同時形成することを特徴と



(4) JP 2010-93228 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

する請求項１５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記半導体装置が、
　前記第１半導体基板の主面側に、第２の配線層が形成されてなり、
　前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半導体基板を貫通して、前記第２の配線層に
達する第２の貫通穴が形成されてなる半導体装置であって、
　前記貫通穴形成工程において、
　前記第２の貫通穴と前記貫通穴を、同時形成することを特徴とする請求項１５または１
６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記導電材が、金属または多結晶シリコンであることを特徴とする請求項１５乃至１７
のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記導電材を、前記第１半導体基板の裏面側の表面に露出するように形成することを特
徴とする請求項１５乃至１８のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と、主面側に第２素子が
形成されてなる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対向するようにして、貼り合わ
されてなる半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体からなるベース基板の表層部に形成された各種の素子を保護するために、前記ベ
ース基板の素子上に密封キャップが配置されてなる半導体装置およびその製造方法が、例
えば、特開２００４－３３３１３３号公報（特許文献１）、米国特許第６，９３６，４９
１号明細書（特許文献２）および米国特許第７，１５３，７１８号明細書（特許文献３）
に開示されている。
【０００３】
　図９（ａ），（ｂ）は、特許文献１に開示された半導体装置（慣性力センサ）を示す図
で、図９（ａ）は、慣性力センサの平面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）に示すＡ－
Ａでの断面図である。なお、以下では便宜上、図９（ａ）及び図９（ｂ）における位置関
係の左右方向を「横方向」といい、平面視でこれと垂直な方向を「縦方向」といっている
。
【０００４】
　図９（ａ）、（ｂ）に示す慣性力センサには、一体加工により、バネ１と、アンカー２
と、梁３と、質量体４と、アイランド電極７ａ、７ｂと、枠１０とが一体形成されたデバ
イス層１１が設けられている。そして、デバイス層１１の下面と上面とには、それぞれ、
下面基板１２と上面基板１３とが接合され、デバイス層１１は、両基板１２、１３により
密封されている。
【０００５】
　アイランド電極７ａは、可動電極５を外部に電気的に接続するためのもの（可動電極用
電極部）であり、アイランド電極７ｂは、固定電極６を外部に電気的に接続するためのも
の（固定電極用電極部）である。そして、各アイランド電極７ａ、７ｂの上面には、それ
ぞれ、外部機器との電気接続のための電極パッド８が付設されている。なお、上面基板１
３には、各電極パッド８と対応する位置にそれぞれ貫通穴９が設けられ、各電極パッド８
は外部に露出している。図示していないが、各電極パッド８は、貫通穴９を通り抜けるワ
イヤボンディングを介して外部のＩＣ等に電気的に接続される。
【０００６】
　図９（ａ）、（ｂ）に示す慣性力センサでは、アンカー２は下面基板１２に固定（接合
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）され、アイランド電極７ａ、７ｂ及び枠１０は、両基板１２、１３に固定（接合）され
ている。なお、バネ１、梁３及び質量体４は、いずれの基板１２、１３にも固定されてい
ない。ここで、各梁３は、それぞれ対応するアンカー２によって支持され、質量体４は２
つの梁３によって横方向に変位可能に支持されている。また、各バネ１は、それぞれ対応
するアンカー２とアイランド電極７ａとを連結している。そして、アンカー２とアイラン
ド電極７ａとは、対応するバネ１によって電気的に接続されている。
【０００７】
　縦方向にみて、質量体４の両側には、それぞれ可動電極５が付設されている。他方、固
定電極用の各アイランド電極７ｂには、それぞれ固定電極６が付設されている。そして、
質量体４の両側では、それぞれ、可動電極５と固定電極６とが横方向に対向している。こ
こで、慣性力センサに横方向の慣性力が作用すると、該慣性力により質量体４が横方向に
変位し、可動電極５と固定電極６との横方向の位置関係（間隔）が変化する。これに伴っ
て、可動電極５と固定電極６との間の静電容量が変化するので、この静電容量変化により
該慣性力センサに作用する慣性力を検出することができる。
【０００８】
　尚、図９（ａ）、（ｂ）に示す慣性力センサにおいては、各アイランド電極７ａ、７ｂ
は、互いに電気的に絶縁されている。そして、質量体４に付設された可動電極５は、順に
、梁３と、アンカー２と、ばね１とを介して可動電極用のアイランド電極７ａに電気的に
接続されている。なお、アイランド電極７ａは、その上面の電極パッド８と、貫通穴９を
通り抜けるワイヤボンディング（図示せず）とを介して、外部のＩＣ等に電気的に接続さ
れている。他方、固定電極用の各アイランド電極７ｂに付設された固定電極６は、該各ア
イランド電極７ｂと、その上面の電極パッド８と、貫通穴９を通り抜けるワイヤボンディ
ング（図示せず）とを介して、外部のＩＣ等に電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－３３３１３３号公報
【特許文献２】米国特許第６，９３６，４９１号明細書
【特許文献３】米国特許第７，１５３，７１８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図９（ａ），（ｂ）に示す半導体装置は、デバイス層１１に設けられた慣性力センサ素
子を下面基板１２と上面基板１３で密封することにより保護しているが、下面基板１２と
上面基板１３は、上記密封構造を形成するためだけに利用されており、基板の利用効率が
悪い。従って、図９（ａ），（ｂ）に示す半導体装置においても、上記保護のための密封
構造を確保できる範囲で下面基板１２や上面基板１３にも慣性力センサ素子を制御するた
めの回路を形成し、基板を有効利用することが好ましい。
【００１１】
　また、前述したように、図９（ａ）、（ｂ）に示す半導体装置においては、上面基板１
３に形成された貫通穴９を介して、各アイランド電極７ａ、７ｂ上の電極パッド８にワイ
ヤボンディングし、外部のＩＣ等に電気的接続を行っている。しかしながら、このワイヤ
ボンディングを行うためには、ボンディングツールが上面基板１３と接触しないように大
きな貫通穴９を形成する必要がある。このため、チップサイズが大きくなり、コスト的な
問題がある。また、ボンディング後においても確実に絶縁性を確保することが困難で、上
記した下面基板１２や上面基板１３にも回路形成する場合の複雑な３次元配線構造には対
応することができない。
【００１２】
　そこで本発明は、主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と、主面側に第２
素子が形成されてなる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対向するようにして、貼
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り合わされてなる半導体装置およびその製造方法であって、前記貼り合わせによって第１
素子と第２素子が密封されると共に、３次元的に配置される前記第１素子と第２素子に対
して確実な配線接続がされてなる半導体装置およびその製造方法を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に記載の半導体装置は、主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と
、主面側に第２素子が形成されてなる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対向する
ようにして、貼り合わされてなる半導体装置であって、前記第１半導体基板の裏面側から
、該第１半導体基板を貫通して、前記第２半導体基板の主面側に形成された配線層に達す
る貫通穴が形成され、側壁絶縁された前記貫通穴に導電材が埋め込まれた取り出し配線層
が形成されてなることを特徴としている。
【００１４】
　上記半導体装置は、主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と主面側に第２
素子が形成されてなる第２半導体基板とが互いの前記主面側を対向するようにして貼り合
わされた、３次元構成の半導体装置である。上記半導体装置においては、第１半導体基板
および第２半導体基板共に、それぞれ第１素子と第２素子が形成されており、基板が有効
利用されている。また、上記半導体装置においては、第１素子と第２素子が形成されたそ
れぞれの主面側を対向するようにして第１半導体基板と第２半導体基板が貼り合わされる
ため、第１素子と第２素子は貼り合わされた基板の内部に密封されて保護される構造にす
ることができる。
【００１５】
　さらに、上記半導体装置においては、密封される上記第１素子と第２素子に電気接続す
る手段として、第１半導体基板の裏面側から該第１半導体基板を貫通して第２半導体基板
の主面側に形成された配線層に達する貫通穴が形成され、側壁絶縁された前記貫通穴に導
電材が埋め込まれた取り出し配線層が形成される。これによって、電気的な引き出し線と
して例えばワイヤボンディング等を利用する方法に較べて、より確実で安定的な電気接続
が実現される。また、上記取り出し配線層による電気的な引き出し線構造は、上記第１素
子と第２素子からなる密封された種々の複雑な３次元の配線構造に対しても後述する種々
の対応が可能であり、配線設計の自由度が高く、配線設計が容易である。
【００１６】
　以上のようにして、上記半導体装置は、主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体
基板と、主面側に第２素子が形成されてなる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対
向するようにして、貼り合わされてなる半導体装置であって、前記貼り合わせによって第
１素子と第２素子が密封されると共に、３次元的に配置される前記第１素子と第２素子に
対して確実な配線接続がされてなる半導体装置とすることができる。
【００１７】
　上記半導体装置は、例えば請求項２に記載のように、前記第１素子が、センサ素子であ
り、前記第２素子が、前記センサ素子の制御回路を構成する素子である構成とすることが
できる。これによって、センサ素子とその制御回路を構成する素子が貼り合わせ基板の内
部に密封され保護された、３次元的な小型のセンサ装置を構成することができる。
【００１８】
　例えば請求項３に記載のように、前記第１半導体基板が、埋め込み酸化膜を有するＳＯ
Ｉ基板からなり、前記センサ素子が、前記埋め込み酸化膜の一部を犠牲層エッチングする
ことにより変位可能に形成された可動電極と、前記可動電極と対向する固定電極とを有し
、前記可動電極と前記固定電極の対向面間における空間を誘電体層とする静電容量が形成
され、前記可動電極が印加される力学量に応じて前記対向面に対して垂直方向に変位し、
前記可動電極と固定電極の間の距離変化に伴う前記静電容量の変化を測定して前記印加さ
れる力学量を検出する、力学量センサ素子である構成とする。
【００１９】
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　力学量センサ素子を構成する場合、上記のように力学量に応じた静電容量の変化を検出
する変位可能な可動電極と固定電極を形成するに伴い、可動電極と固定電極の対向面間に
空間が構成される。該空間が必要な力学量センサ素子であっても、上記した半導体装置の
構成とすることで、該力学量センサ素子とその制御回路を確実に密封して保護し、小型の
力学量センサ装置とすることができる。
【００２０】
　上記請求項２に記載の半導体装置とは逆に、請求項４に記載のように、前記第２素子が
、センサ素子であり、前記第１素子が、前記センサ素子の制御回路を構成する素子である
構成としてもよい。
【００２１】
　この場合には、例えば請求項５に記載のように、前記第２半導体基板が、埋め込み酸化
膜を有するＳＯＩ基板からなり、前記センサ素子が、前記埋め込み酸化膜の一部を犠牲層
エッチングすることにより変位可能に形成された可動電極と、前記可動電極と対向する固
定電極とを有し、前記可動電極と前記固定電極の対向面間における空間を誘電体層とする
静電容量が形成され、前記可動電極が印加される力学量に応じて前記対向面に対して垂直
方向に変位し、前記可動電極と固定電極の間の距離変化に伴う前記静電容量の変化を測定
して前記印加される力学量を検出する、力学量センサ素子である構成とする。
【００２２】
　また、例えば請求項６に記載のように、前記半導体装置が、赤外線の発光素子と受光素
子とで構成されるセンサ装置であり、前記センサ素子が、前記発光素子と前記受光素子の
少なくとも一方である構成としてもよい。
【００２３】
　あるいは、請求項７に記載のように、前記センサ素子が、イメージセンサ素子である構
成としてもよい。
【００２４】
　上記半導体装置は、例えば請求項８に記載のように、前記第２半導体基板の主面側に、
異なる深さの配線層が形成されてなる場合には、該異なる深さの配線層に対して、それぞ
れ、前記取り出し配線層が形成されてなる構成とすることができる。該取り出し配線層は
、例えば基板表面に形成された電極からの引き出し配線としてだけでなく、表面保護膜に
覆われた内部の配線層からの引き出し配線としても利用することができる。
【００２５】
　また、同じく前記第２半導体基板の主面側に、異なる深さの配線層が形成されてなる場
合には、請求項９に記載のように、前記主面側の浅い配線層に部分的に掛かるようにして
、前記主面側の深い配線層に達する前記貫通穴が形成され、前記異なる深さの配線層に共
通接続する前記取り出し配線層が形成されてなる構成とすることもできる。該取り出し配
線層は、引き出し配線としてだけでなく、異なる深さの配線層間の接続導体にもなってい
る。
【００２６】
　上記半導体装置は、例えば請求項１０に記載のように、前記第１半導体基板の主面側に
、第２の配線層が形成されてなる場合には、前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半
導体基板を貫通して、前記第２の配線層に達する第２の貫通穴が形成され、側壁絶縁され
た前記第２の貫通穴に導電材が埋め込まれた第２の取り出し配線層が形成されてなる構成
とすることも可能である。該第２の取り出し配線層は、第１半導体基板の主面側に形成さ
れた第２の配線層からの引き出し配線として利用することができる。
【００２７】
　また、同じく前記第１半導体基板の主面側に、第２の配線層が形成されてなる場合には
、請求項１１に記載のように、前記第２の配線層に部分的に掛かるようにして、前記配線
層に達する前記貫通穴が形成され、前記第２の配線層と前記配線層に共通接続する前記取
り出し配線層が形成されてなる構成とすることもできる。該取り出し配線層は、引き出し
配線としてだけでなく、第１半導体基板に形成された第２の配線層と第２半導体基板に形
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成された配線層間の接続導体にもなっている。
【００２８】
　上記半導体装置における前記導電材は、例えば請求項１２に記載のように、金属または
多結晶シリコンとすることができる。
【００２９】
　また、上記半導体装置は、例えば請求項１３に記載のように、前記導電材が、前記第１
半導体基板の裏面側の表面に露出するように形成されてなり、該導電材に接続するバンプ
が形成されてなる構成としてもよいし、請求項１４に記載のように、前記導電材が、前記
第１半導体基板の裏面側の表面に露出するように形成されてなり、該導電材に、ワイヤが
ボンディングされてなる構成としてもよい。
【００３０】
　請求項１５～１９に記載の発明は、上記した半導体装置の製造方法に関する発明である
。
【００３１】
　請求項１５に記載の発明は、主面側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板と、主
面側に第２素子が形成されてなる第２半導体基板とが、互いの前記主面側を対向するよう
にして、貼り合わされてなり、前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半導体基板を貫
通して、前記第２半導体基板の主面側に形成された配線層に達する貫通穴が形成され、側
壁絶縁された前記貫通穴に導電材が埋め込まれた取り出し配線層が形成されてなる半導体
装置の製造方法であって、前記第１半導体基板を準備する第１半導体基板準備工程と、前
記第２半導体基板を準備する第２半導体基板準備工程と、前記第１半導体基板と前記第２
半導体基板を貼り合わせる基板貼り合わせ工程と、前記基板貼り合わせ工程の後において
、エッチングにより前記貫通穴を形成する貫通穴形成工程と、前記貫通穴を側壁絶縁した
後、該貫通穴に導電材を埋め込んで取り出し配線層を形成する取り出し配線層形成工程と
を有してなることを特徴としている。
【００３２】
　これによって、上述した半導体装置を製造することができる。尚、上記製造方法により
製造される半導体装置の効果については上述したとおりであり、その説明は省略する。
【００３３】
　尚、特に請求項１６に記載のように、前記半導体装置が、前記第２半導体基板の主面側
に、異なる深さの配線層が形成されてなる半導体装置である場合には、異なる深さの各配
線層をそれぞれエッチングストッパとして機能させ、前記貫通穴形成工程において、前記
異なる深さの配線層に達するそれぞれの前記貫通穴を、同時形成することが好ましい。
【００３４】
　同様に、請求項１７に記載のように、前記半導体装置が、前記第１半導体基板の主面側
に、第２の配線層が形成されてなり、前記第１半導体基板の裏面側から、該第１半導体基
板を貫通して、前記第２の配線層に達する第２の貫通穴が形成されてなる半導体装置であ
る場合には、第１半導体基板に形成された第２の配線層と第２半導体基板に形成された配
線層をそれぞれエッチングストッパとして機能させ、前記貫通穴形成工程において、前記
第２の貫通穴と前記貫通穴を、同時形成することが好ましい。
【００３５】
　これら同時形成によって、貫通穴形成工程が簡略化され、製造コストを低減することが
できる。
【００３６】
　請求項１８に記載のように、上記半導体装置の製造方法における前記導電材は、前述し
たように、金属または多結晶シリコンとすることができる。
【００３７】
　また、請求項１９に記載のように、前記導電材は、前記第１半導体基板の裏面側の表面
に露出するように形成することが好ましい。これによって、該導電材に直接接続するバン
プを形成したり、該導電材にワイヤを直接ボンディングしたりすることが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の半導体装置の一例を示す図で、半導体装置１００の模式的な断面図であ
る。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、図１の取り出し配線層Ｖ３によって共通接続され
る配線層Ｌ１ａ，Ｌ２ａのパターン形状の例を示した模式的な平面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、図１に示した半導体装置１００の製造方法の一例を示す図で
、半導体装置１００の製造工程別の断面図である。
【図４】（ａ），（ｂ）は、図１に示した半導体装置１００の製造方法の一例を示す図で
、半導体装置１００の製造工程別の断面図である。
【図５】図１に示した半導体装置１００の変形例で、半導体装置１００ａの模式的な断面
図である。
【図６】図１に示した半導体装置１００の別の変形例で、半導体装置１００ｂの模式的な
断面図である。
【図７】本発明に係る半導体装置の別の例で、半導体装置１００ｃの模式的な断面図であ
る。
【図８】取り出し配線層Ｖ１２を示す模式的な断面図で、（ａ）は、取り出し配線層Ｖ１
２にバンプを形成しており、（ｂ）は、取り出し配線層Ｖ１２にワイヤＷをボンディング
している。
【図９】（ａ），（ｂ）は、特許文献１に開示された半導体装置（慣性力センサ）を示す
図で、（ａ）は、慣性力センサの平面図であり、（ｂ）は、（ａ）に示すＡ－Ａでの断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、図に基づいて説明する。
【００４０】
　図１は、本発明の半導体装置の一例を示す図で、半導体装置１００の模式的な断面図で
ある。
【００４１】
　図１に示す半導体装置１００は、主面Ｓ１側に第１素子が形成された第１半導体基板２
０と、主面Ｓ２側に第２素子が形成された第２半導体基板３０とが、互いの主面Ｓ１，Ｓ
２側を対向するようにして、図中に破線で示した貼り合わせ面で貼り合わされた半導体装
置である。
【００４２】
　半導体装置１００の第１半導体基板２０は、熱処理による半導体基板貼り合わせ技術に
よって製造された埋め込み酸化膜２２を有するＳＯＩ基板で、埋め込み酸化膜２２を挟ん
で、主面Ｓ１側がＳＯＩ層２１であり、裏面側が支持基板２３である。第１半導体基板２
０の主面Ｓ１側に形成されている第１素子は、図９で説明した慣性力センサと同様の力学
量センサ素子である。より詳細に説明すると、第１半導体基板２０に形成されている力学
量センサ素子は、埋め込み酸化膜２２の一部を犠牲層エッチングすることにより変位可能
に形成された可動電極Ｅ１と、可動電極Ｅ１と対向する固定電極Ｅ２とを有している。そ
して、可動電極Ｅ１と固定電極Ｅ２の対向面間における空間Ｋを誘電体層とする静電容量
が形成されている。可動電極Ｅ１は、印加される力学量に応じて対向面に対して垂直方向
（紙面の左右方向）に変位し、可動電極Ｅ１と固定電極Ｅ２の間の距離変化に伴う静電容
量の変化を測定して、印加される力学量を検出するようになっている。
【００４３】
　半導体装置１００の第２半導体基板３０も、熱処理による半導体基板貼り合わせ技術に
よって製造された埋め込み酸化膜３２を有するＳＯＩ基板で、埋め込み酸化膜３２を挟ん
で、主面Ｓ２側がＳＯＩ層３１であり、裏面側が支持基板３３である。第２半導体基板３
０の主面Ｓ２側に形成されている第２素子は、第１半導体基板２０の主面Ｓ１側に形成さ
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れている力学量センサ素子の制御回路を構成する素子である。
【００４４】
　図１に示す半導体装置１００においては、第１半導体基板２０の裏面側から、該第１半
導体基板２０を貫通して、第２半導体基板３０の主面Ｓ２側に形成された配線層Ｌ１，Ｌ
２に達する貫通穴Ｔ１～Ｔ４が形成され、側壁絶縁された貫通穴Ｔ１～Ｔ４内に導電材４
０が埋め込まれた取り出し配線層Ｖ１～Ｖ４が形成されている。該取り出し配線層Ｖ１～
Ｖ４は、第２半導体基板３０の主面Ｓ２側に形成されている配線層Ｌ１，Ｌ２からの引き
出し配線となっている。
【００４５】
　また、半導体装置１００においては、第１半導体基板２０の主面Ｓ１側にも、第２の配
線層Ｌ３が形成されている。そして、貫通穴Ｔ１～Ｔ４と同様に、第１半導体基板２０の
裏面側から、該第１半導体基板２０を貫通して、第２の配線層Ｌ３に達する第２の貫通穴
Ｔ５が形成され、側壁絶縁された第２の貫通穴Ｔ５内に導電材４０が埋め込まれた第２の
取り出し配線層Ｖ５が形成されている。該第２の取り出し配線層Ｖ５は、第１半導体基板
２０の主面側に形成された第２の配線層Ｌ３からの引き出し配線となっている。
【００４６】
　尚、貫通穴Ｔ１～Ｔ５に埋め込む導電材４０には、例えば、金属や多結晶シリコンを用
いることができる。
【００４７】
　図１に示す半導体装置１００は、主面Ｓ１側に第１素子（力学量センサ素子）が形成さ
れてなる第１半導体基板２０と主面Ｓ２側に第２素子（力学量センサ素子の制御回路を構
成する素子）が形成されてなる第２半導体基板３０とが互いの主面側Ｓ１，Ｓ２を対向す
るようにして貼り合わされた、３次元構成の半導体装置である。このように、半導体装置
１００においては、第１半導体基板２０および第２半導体基板３０共に、それぞれ第１素
子と第２素子が形成されており、半導体基板２０,３０が有効利用されている。また、半
導体装置１００においては、第１素子と第２素子が形成されたそれぞれの主面Ｓ１，Ｓ２
側を対向するようにして第１半導体基板２０と第２半導体基板３０が貼り合わされている
ため、第１素子と第２素子は貼り合わされた半導体基板２０,３０の内部に密封されて保
護された構造になっている。
【００４８】
　さらに、図１に示す半導体装置１００においては、密封される上記第１素子と第２素子
に電気接続する手段として、第１半導体基板２０の裏面側から該第１半導体基板２０を貫
通して第２半導体基板３０の主面側に形成された配線層Ｌ１，Ｌ２に達する貫通穴Ｔ１～
Ｔ４が形成され、側壁絶縁された該貫通穴Ｔ１～Ｔ４内に導電材が埋め込まれた取り出し
配線層Ｖ１～Ｖ４が形成されている。これによって、電気的な引き出し線として例えばワ
イヤボンディング等を利用する方法に較べて、より確実で安定的な電気接続が実現される
。また、上記取り出し配線層Ｖ１～Ｖ４による電気的な引き出し線構造は、上記第１素子
と第２素子からなる密封された種々の複雑な３次元の配線構造に対しても後述する種々の
対応が可能であり、配線設計の自由度が高く、配線設計が容易である。
【００４９】
　以上のようにして、図１に示す半導体装置１００は、主面Ｓ１側に第１素子が形成され
てなる第１半導体基板２０と、主面Ｓ２側に第２素子が形成されてなる第２半導体基板３
０とが、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして、貼り合わされてなる半導体装置
であって、前記貼り合わせによって第１素子と第２素子が密封されると共に、３次元的に
配置される第１素子と第２素子に対して確実な配線接続がされてなる半導体装置となって
いる。
【００５０】
　次に、半導体装置１００における取り出し配線層Ｖ１～Ｖ４について、より詳細に説明
する。
【００５１】



(11) JP 2010-93228 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

　図１の左側に示した取り出し配線層Ｖ１，Ｖ２は、第２半導体基板３０の主面Ｓ２側に
形成されている深さの異なる配線層Ｌ１，Ｌ２に対して、それぞれ、接続されている。こ
の取り出し配線層Ｖ１，Ｖ２のように、第１半導体基板２０の裏面側から該第１半導体基
板２０を貫通して形成する取り出し配線層は、表面保護膜３４に覆われた内部の配線層Ｌ
１，Ｌ２からの引き出し配線として利用することができる。尚、該取り出し配線層は、例
えば半導体基板３０表面に形成された電極からの引き出し配線としても利用できることは
言うまでもない。
【００５２】
　また、図１の右側に示した取り出し配線層Ｖ３は、主面側の浅い配線層Ｌ２ａに部分的
に掛かるようにして、主面側の深い配線層Ｌ１ａに達する貫通穴Ｔ３が形成され、異なる
深さの配線層Ｌ１ａ，Ｌ２ａに共通接続するように形成されている。該取り出し配線層Ｖ
３は、引き出し配線としてだけでなく、異なる深さの配線層Ｌ１ａ，Ｌ２ａ間の接続導体
にもなっている。
【００５３】
　図２（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、図１の取り出し配線層Ｖ３によって共通接続される
配線層Ｌ１ａ，Ｌ２ａのパターン形状の例を示した模式的な平面図である。図２（ａ）～
（ｃ）においては、深い配線層Ｌ１ａのパターン形状を破線で示し、浅い配線層Ｌ２ａの
平面パターン形状を実線で示している。
【００５４】
　図２（ａ）の浅い配線層Ｌ２ａは、円形のリング状パターンである。図２（ｂ）の浅い
配線層Ｌ２ａは、四角形のリング状パターンである。図２（ｃ）の浅い配線層Ｌ２ａは、
田の字形状のパターンである。図２（ａ）～（ｃ）に示す浅い配線層Ｌ２ａは、いずれも
中央に穴Ｈを有しており、後述するように、浅い配線層Ｌ２ａに部分的に掛かるようにし
て該穴Ｈを貫通する貫通穴を形成して、異なる深さの配線層Ｌ１ａ，Ｌ２ａに共通接続す
る取り出し配線層Ｖ３を形成する。
【００５５】
　また、図１の右側に示した取り出し配線層Ｖ３と同様に、その隣にある取り出し配線層
Ｖ４は、第１半導体基板２０に形成されている第２の配線層Ｌ３ａに部分的に掛かるよう
にして、第２半導体基板３０に形成されている配線層Ｌ２ｂに達する貫通穴Ｔ４が形成さ
れ、第２の配線層Ｌ３ａと配線層Ｌ２ｂに共通接続するように形成されている。該取り出
し配線層Ｖ４は、引き出し配線としてだけでなく、第１半導体基板２０に形成された第２
の配線層Ｌ３ａと第２半導体基板に形成された配線層Ｌ２ｂ間の接続導体にもなっている
。
【００５６】
　次に、図１の半導体装置１００の製造方法について、簡単に説明する。
【００５７】
　図３（ａ）～（ｃ）と図４（ａ），（ｂ）は、図１に示した半導体装置１００の製造方
法の一例を示す図で、半導体装置１００の製造工程別の断面図である。
【００５８】
　最初に、図３（ａ）に示す第１半導体基板準備工程において、主面Ｓ１側に第１素子（
力学量センサ素子）が形成されてなる第１半導体基板２０を準備する。
【００５９】
　また、図３（ｂ）に示す第２半導体基板準備工程において、主面Ｓ２側に第２素子（力
学量センサ素子の制御回路を構成する素子）が形成されてなる第２半導体基板３０を準備
する。
【００６０】
　次に、第２半導体基板３０を反転させ、図３（ｃ）に示す基板貼り合わせ工程において
、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして、第１半導体基板２０と第２半導体基板
３０を貼り合わせる。該貼り合わせは、例えば熱処理による半導体基板貼り合わせ技術で
あってもよいし、接着剤による貼り合わせであってもよい。
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【００６１】
　次に、図３（ｃ）で貼り合わせた基板全体を反転させて第１半導体基板２０の裏面側を
上面にして配置する。次に、図４（ａ）に示す貫通穴形成工程おいて、第１半導体基板２
０の裏面側から、該第１半導体基板２０を貫通して、第２半導体基板３０の主面側に形成
された配線層Ｌ１，Ｌ２，Ｌ２ａ，Ｌ２ｂに達する貫通穴Ｔ１～Ｔ４、および第１半導体
基板２０の主面側に形成された第２の配線層Ｌ３に達する第２の貫通穴Ｔ５を、エッチン
グにより形成する。
【００６２】
　図４（ａ）に示す貫通穴形成工程おいては、異なる深さにある各配線層Ｌ１～Ｌ３をそ
れぞれエッチングストッパとして機能させ、貫通穴Ｔ１～Ｔ５を、同時形成している。例
えば異なる深さの配線層Ｌ１，Ｌ２に達する貫通穴Ｔ１，Ｔ２を別工程で形成しても良い
が、上記のように同時形成することで、貫通穴形成工程が簡略化され、製造コストを低減
することができる。尚、シリコン（Ｓｉ）部分のエッチングには、エッチングガスとして
ＳＦ６を用い、酸化シリコン（ＳｉＯ２）部分のエッチングには、エッチングガスとして
ＣＦ４を用いて、これらエッチングガスを順次切り替えてエッチングする。また、エッチ
ングガスとして、ＳＦ６とＣＦ４の混合ガスを用いるようにしてもよい。
【００６３】
　次に、図４（ｂ）に示す取り出し配線層形成工程おいて、貫通穴Ｔ１～Ｔ５を側壁絶縁
した後、基板上に導電材４０を堆積し、貫通穴Ｔ１～Ｔ５内に導電材４０を埋め込んで取
り出し配線層Ｖ１～Ｖ５を形成する。尚、貫通穴Ｔ１～Ｔ５の側壁絶縁は、例えば基板を
熱酸化してもよいし、貫通穴Ｔ１～Ｔ５の側壁に絶縁膜を堆積するようにしてもよい。
【００６４】
　最後に、基板上に堆積している導電材４０を研磨によって除去し、基板全体を反転させ
ると、図１に示した半導体装置１００を得ることができる。
【００６５】
　以上示したように、図１～図４に例示した半導体装置１００およびその製造方法は、主
面Ｓ１側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板２０と、主面Ｓ２側に第２素子が形
成されてなる第２半導体基板３０とが、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして、
貼り合わされてなる半導体装置およびその製造方法であって、前記貼り合わせによって第
１素子と第２素子が密封されると共に、３次元的に配置される前記第１素子と第２素子に
対して確実な配線接続がされてなる半導体装置およびその製造方法となっている。
【００６６】
　図５は、図１に示した半導体装置１００の変形例で、半導体装置１００ａの模式的な断
面図である。
【００６７】
　図１の半導体装置１００は、主面Ｓ１側に第１素子である力学量センサ素子が形成され
た第１半導体基板２０と、主面Ｓ２側に第２素子である力学量センサ素子の制御回路を構
成する素子が形成された第２半導体基板３０とが、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するよ
うにして貼り合わされた半導体装置であった。そして、第１半導体基板２０の裏面側から
該第１半導体基板２０を貫通して第２半導体基板３０の主面側に形成された配線層Ｌ１，
Ｌ２に達する貫通穴Ｔ１～Ｔ４が形成され、側壁絶縁された該貫通穴Ｔ１～Ｔ４内に導電
材が埋め込まれた取り出し配線層Ｖ１～Ｖ４が形成されていた。
【００６８】
　一方、図１の半導体装置１００とは逆に、図５に示す半導体装置１００ａは、主面Ｓ１
側に第１素子である力学量センサ素子の制御回路を構成する素子が形成された第１半導体
基板２０ａと、主面Ｓ２側に第２素子である力学量センサ素子が形成された第２半導体基
板３０ａとが、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして貼り合わされた半導体装置
である。そして、第１半導体基板２０ａの裏面側から該第１半導体基板２０ａを貫通して
第２半導体基板３０ａの主面側に形成された配線層Ｌ４に達する貫通穴Ｔ６，Ｔ７が形成
され、側壁絶縁された該貫通穴Ｔ６，Ｔ７内に導電材が埋め込まれた取り出し配線層Ｖ６
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，Ｖ７が形成されている。
【００６９】
　図６は、図１に示した半導体装置１００の別の変形例で、半導体装置１００ｂの模式的
な断面図である。
【００７０】
　図１の半導体装置１００において、第１半導体基板２０の主面Ｓ１側に形成されている
力学量センサ素子は、変位可能に形成された可動電極Ｅ１と、可動電極Ｅ１と対向する固
定電極Ｅ２とを有していた。そして、可動電極Ｅ１と固定電極Ｅ２の対向面間における空
間Ｋを誘電体層とする静電容量が形成され、可動電極Ｅ１が印加される力学量に応じて対
向面に対して垂直方向（紙面の左右方向）に変位し、可動電極Ｅ１と固定電極Ｅ２の間の
距離変化に伴う静電容量の変化を測定して、印加される力学量を検出するようになってい
た。
【００７１】
　図６に示す半導体装置１００ｂも、図１に示した半導体装置１００と同様に、主面Ｓ１
側に第１素子である力学量センサ素子が形成された第１半導体基板２０ｂと、主面Ｓ２側
に第２素子である力学量センサ素子の制御回路を構成する素子が形成された第２半導体基
板３０ｂとが、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして貼り合わされた半導体装置
である。また、第１半導体基板２０ｂの主面Ｓ１側に形成されている力学量センサ素子は
、変位可能に形成された可動電極Ｅ１と、可動電極Ｅ１と対向する固定電極Ｅ２とを有し
ている。一方、図６の半導体装置１００ｂにおいては、可動電極Ｅ１を間に挟んで、第１
半導体基板２０ｂに大きな電極を構成する配線層Ｌ５が形成され、第２半導体基板３０ｂ
に大きな電極を構成する配線層Ｌ６が形成されている。そして、第１半導体基板２０ｂの
裏面側から該第１半導体基板２０ｂを貫通して配線層Ｌ５，Ｌ６に達する貫通穴Ｔ８，Ｔ
９が形成され、側壁絶縁された該貫通穴Ｔ８，Ｔ９内に導電材が埋め込まれた取り出し配
線層Ｖ８，Ｖ９が形成されている。
【００７２】
　図６に示す半導体装置１００ｂは、図１に示した半導体装置１００のように紙面の左右
方向に印加される力学量を検出するだけでなく、配線層Ｌ５，Ｌ６と可動電極Ｅ１の組み
合わせによって、紙面の上下方向に印加される力学量も検出することができる。
【００７３】
　図５と図６に示す半導体装置１００ａ，１００ｂについても、図１に示した半導体装置
１００と同様に、主面Ｓ１側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板２０ａ，２０ｂ
と、主面Ｓ２側に第２素子が形成されてなる第２半導体基板３０ａ，３０ｂとが、互いの
主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして、貼り合わされてなる半導体装置であって、前記
貼り合わせによって第１素子と第２素子が密封されると共に、３次元的に配置される第１
素子と第２素子に対して確実な配線接続がされてなる半導体装置となっている。
【００７４】
　尚、以上に例示した半導体装置１００，１００ａ，１００ｂは、第１半導体基板または
第２半導体基板のいずれか一方に力学量センサ素子が形成されており、もう一方に該力学
量センサ素子の制御回路を構成する素子が形成されていた。しかしながら、上記した本発
明の半導体装置およびその製造方法はこれに限らず、任意のセンサ素子とその制御回路を
構成する素子の組み合わせであってよい。例えば、前記半導体装置が、赤外線の発光素子
と受光素子とで構成されるセンサ装置であり、前記センサ素子が、前記発光素子と前記受
光素子の少なくとも一方である構成としてもよい。さらには、センサ素子とその制御回路
を構成する素子の組み合わせに限らず、第１半導体基板に形成される第１素子と第２半導
体基板に形成される第２素子の任意の組み合わせであってもよい。
【００７５】
　図７は、本発明に係る半導体装置の別の例で、半導体装置１００ｃの模式的な断面図で
ある。
【００７６】
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　図７に示す半導体装置１００ｃは、主面Ｓ１側に第１素子であるイメージセンサ素子Ｉ
Ｓが形成された第１半導体基板２０ｃと、主面Ｓ２側に第２素子である該イメージセンサ
素子ＩＳの制御回路を構成する素子が形成された第２半導体基板３０ｃとが、互いの主面
Ｓ１，Ｓ２側を対向するようにして貼り合わされた半導体装置である。第１半導体基板２
０ｃには、イメージセンサ素子ＩＳに接続する電極を構成する配線層Ｌ７が形成されてい
る。そして、第１半導体基板２０ｃの裏面側から該第１半導体基板２０ｃを貫通して配線
層Ｌ７に達する貫通穴Ｔ１０と貫通穴Ｔ１１が形成され、側壁絶縁された該貫通穴Ｔ１０
，Ｔ１１内に導電材が埋め込まれた取り出し配線層Ｖ１０，Ｖ１１が形成されている。尚
、第２半導体基板３０ｃにおいて、イメージセンサ素子ＩＳの上方には貫通穴ＨＷが形成
され、裏面の表面に貼り合わされたガラス基板からなる入射窓ＩＷを介して、光がイメー
ジセンサ素子ＩＳに入射される。
【００７７】
　図７に示す半導体装置１００ｃについても、図１に示した半導体装置１００と同様に、
主面Ｓ１側に第１素子が形成されてなる第１半導体基板２０ｃと、主面Ｓ２側に第２素子
が形成されてなる第２半導体基板３０ｃとが、互いの主面Ｓ１，Ｓ２側を対向するように
して、貼り合わされてなる半導体装置であって、前記貼り合わせによって第１素子と第２
素子が密封されると共に、３次元的に配置される第１素子と第２素子に対して確実な配線
接続がされてなる半導体装置となっている。
【００７８】
　以上のように、本発明の半導体装置およびその製造方法は、任意のセンサ素子とその制
御回路を構成する素子の組み合わせであってもよい。しかしながら、前述した力学量セン
サ素子を構成する場合には、特に好適である。力学量センサ素子を構成する場合には、力
学量に応じた静電容量の変化を検出する変位可能な可動電極と固定電極を形成するに伴い
、可動電極と固定電極の対向面間に空間Ｋが構成される。本発明の半導体装置およびその
製造方法によれば、このように空間Ｋが必要な力学量センサ素子であっても、該力学量セ
ンサ素子とその制御回路を確実に密封して保護し、小型の力学量センサ装置とすることが
できる。
【００７９】
　次に、上記した取り出し配線層Ｖ１～Ｖ１１の細部についての具体例を説明する。
【００８０】
　図８は、上記した取り出し配線層Ｖ１～Ｖ１１と同様の取り出し配線層Ｖ１２を示す模
式的な断面図である。図８（ａ）は、取り出し配線層Ｖ１２にバンプＢを形成しており、
図８（ｂ）は、取り出し配線層Ｖ１２にワイヤＷをボンディングしている。尚、図８にお
いては、上述した半導体装置１００，１００ａ～１００ｃに対して、第１半導体基板２０
ｄと第２半導体基板３０ｄを反転して示している。
【００８１】
　図８に示す取り出し配線層Ｖ１２では、第１半導体基板２０ｄの裏面側から該第１半導
体基板２０ｄを貫通して第２半導体基板３０ｄの主面側に形成された配線層Ｌ８に達する
貫通穴Ｔ１２が形成され、第１半導体基板２０ｄを熱酸化して形成された側壁絶縁膜２４
を介して、該貫通穴Ｔ１２内に導電材４０が埋め込まれている。尚、図６の配線層Ｌ８は
、第１半導体基板２０ｄに形成されていてもよい。
【００８２】
　図８の取り出し配線層Ｖ１において、導電材４０は、第１半導体基板２０ｄの裏面側の
表面に露出するように形成されており、図８（ａ）では、該導電材４０に接続するバンプ
Ｂが形成されており、図８（ｂ）では、該導電材４０に、ワイヤＷがボンディングされて
いる。このように、取り出し配線層となる導電材を第１半導体基板の裏面側の表面に露出
するように形成されることで、該導電材に直接にバンプを形成したり、該導電材に直接ワ
イヤをボンディングしたりすることが可能となる。
【００８３】
　以上示したように、上記した半導体装置およびその製造方法は、いずれも、主面側に第
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１素子が形成されてなる第１半導体基板と、主面側に第２素子が形成されてなる第２半導
体基板とが、互いの前記主面側を対向するようにして、貼り合わされてなる半導体装置お
よびその製造方法であって、前記貼り合わせによって第１素子と第２素子が密封されると
共に、３次元的に配置される前記第１素子と第２素子に対して確実な配線接続がされてな
る半導体装置およびその製造方法となっている。
【符号の説明】
【００８４】
　１００，１００ａ～１００ｃ　半導体装置
　２０，２０ａ～２０ｄ　第１半導体基板
　Ｓ１　（第１半導体基板の）主面
　３０，３０ａ～３０ｄ　第２半導体基板
　Ｓ２　（第２半導体基板の）主面
　Ｌ１～Ｌ８，Ｌ１ａ，Ｌ２ａ，Ｌ２ｂ，Ｌ３ａ　配線層
　Ｔ１～Ｔ１２　貫通穴
　Ｖ１～Ｖ１２　取り出し配線層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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